
児童福祉法等 一部を改正 法 成 八 六月 日法 第六 号  

附則 抄  

 

検討等  

第 条   政府 こ 法 施行 や 児童 福祉 増進を図

観点 特 養子縁組制度 利用 進 在 方 い 検討を加え

結果 基 い 必要 措置を講 と   

 

  政府 こ 法 施行 や 児童福祉法第六条 第八項

規定 要保護児童 次項 い 要保護児童 という を適切

保護 措置 手続 け 裁 所 関与 在 方

い 児童虐待 実態を 案し 検討を加え 結果 基 い 必

要 措置を講 と   

 

  政府 こ 法 施行 以内 児童相談所 業 在 方

第一条 規定 改正 児童福祉法第 十五条第一項 規定

要保護児童 通告 在 方 児童及び妊産婦 福祉 関 業 従

者 資質 向 を図 方策 い 検討を加え 結果

基 い 必要 措置を講 と   

 

  政府 前 項 定 項 ほ こ 法 施行 五 を目途

とし こ 法 改正 法 施行 状況等を 案

し 改正 各法 規定 い 検討を加え 結果 基 い 必

要 措置を講 と   

 


